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独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院 

臨床研究部長候補者の公募について（依頼） 

 

謹啓 時下益々御健勝のことと御慶び申し上げます。 

 当院の運営にあたりましては、平素より格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、このたび当院におきましては、臨床研究部長を別添募集要項により公募することと

なりました。 

 つきましては、ご多忙中誠に恐縮ではございますが、貴機関並びに関係者各位に御周知い

ただき、適任者がございましたら、別添資料をご参照のうえ、書類を添えてご推薦頂きま 

すようお願い申し上げます。 
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独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院 

臨床研究部長 募集要項 

 

１．職名・人数  臨床研究部長 １名 

 

２．身   分  独立行政法人国立病院機構職員 

 

３．服務給与等  独立行政法人国立病院機構就業規則及び給与規程による 

 

４．任用予定日  令和８年４月１日（予定） 

 

５．応募期限   令和８年１月１６日（金）必着 

 

６．応募資格   次の要件の全てを備えている者であること。 

         ①医師免許取得者 

         ②学位を有する者 

         ③原則として、２０年以上の医学研究歴があり、かつ当院臨床研究部の 

発展に貢献できる者 

         ④臨床面においても当院の発展に貢献できる者 

         ⑤医師の卒後教育・生涯教育に関し優れた指導能力を有する者であり、 

かつ病院幹部職員たる臨床研究部長にふさわしい人格を有する者 

 

７．提出書類   ①履歴書（別紙１） 

          ※写真を添付してください。 

           当院指定のものでなくても、同内容が記載されていれば可。 

         ②推薦状（機関の長又は直属の上司等、別紙２） 

          ※別添推薦状（記載例）を参考に作成してください。 

         ③医師免許証（写）、大学の卒業証書（写）、認定医・指導医等（写） 

         ④業績目録（別紙３） 

          ※業績目録には代表的な論文５題に〇を付けてください。 

         ⑥出版図書目録（別紙５） 

          ※当院指定のものでなくても、同内容が記載されていれば可。 

         ⑦学会発表（別紙６） 

          ※当院指定のものでなくても、同内容が記載されていれば可。 

           国内学会としては、特別講演・シンポジウム・ワークショップ等の

招待講演のリスト、国際学会としては、一般講演・シンポジウム等



招待講演に分け、それぞれの演題名を明記してください。 

         ⑧主要論文５題 

         ⑨将来の抱負（１,０００字程度） 

 

８．職務内容等 独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院臨床研究部は、 

         ①呼吸器障害治療研究室 

         ②神経・筋治療研究室 

         ③神経病理研究室 の３室から構成されている。 

 

        臨床研究部長の職務 

臨床研究部３室の業務の総括 

          幹部として当院の管理運営に参画し、病院の発展に貢献する。 

          当院医師として日常診療に携わり医療向上に貢献する。 

 

９．選考方法  臨床研究部長選考委員会において選考を行う。 

 

10．書類送付先及び紹介先 

  

  〒５１３－８５０１ 

  三重県鈴鹿市加佐登三丁目２番１号 

  独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院 

  管理課 庶務班長 

        TEL：０５９－３７８－１３２１ 

        FAX：０５９－３７８－７０８３ 

 

※ 封筒の表に朱字で「臨床研究部長応募書類在中」と明記して、簡易書留等の配達記

録がわかるもので送付のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


